
食育 Information 

～６月は食育月間と環境月間～ 

●食育月間 

  ２００５年に制定された「食育基本法」では、「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を

身につけていくためには、何よりも『食』が重要である」とし、「食育を、生きる上での基本であって、

知育、徳育および体育の基礎となるべきものと位置づける」としています。生涯にわたって心身ともに

健康で豊かな人間性をはぐくむためにも、子どものころからさまざまな『食』に関する経験を積んでい

くことが大切です。 

家庭でできる「食育」 ～こんなことに心がけてみませんか～ 

  □朝食を食べる習慣をつける              □塩分や糖分、脂肪の取りすぎに注意する 

  □食べ物の選択や食事づくりができる          □食材の無駄を減らすよう心がける 

  □日本の食文化を理解して伝えることができる      □食べ物や作る人への感謝の心を持つ 

●環境月間 

  環境基本法（１９９３年施行）で６月５日を「環境の日」と定められ、環境省ではこの日を含む６月を

「環境月間」としています。日本では毎年多くの食品ロスが発生しています。国際連合では２０３０年まで

に世界全体の食糧廃棄を半減させるなどの目標が設定され世界的にも関心がもたれています。食品ロス削減

について、自分でできることを考えてみましょう。 

・食品ロスとは・・・ 

まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことです。売れ残りや期限が切れたもの、野菜等の皮のむ

きすぎ、食べ残しなどがあります。 

・買い物前に在庫の消費期限と賞味期限を確認しましょう 

 消費期限：「安全に食べられる期限」→品質の劣化が早い食品に表示される 

 賞味期限：「おいしく食べられる期限」品質の劣化が比較的遅い食品に表示される 

 どちらも未開封の状態で定められた方法により保存した場合の期限です。一度開封したら早めに食べましょう 

・食べ物を使いきろう、食べきろう 

 料理を作るときは食べきれる量にしたり、皮を厚くむきすぎない、野菜の皮できんぴらを作るなどの工夫をし

てみましょう。 

 

 

 


